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　　　　公　　　告

○総合特別区域法に基づく指定法人の指定� （商工政策課）……………１

○国土調査の成果の認証� （農山漁村振興課）……………１

○町の換地計画の適否決定� （農村森林整備課）……………１

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集� （水田農業振興課）……………１

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………２

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………２

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………２

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………２

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………２

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………２

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

　公告

　総合特別区域法（平成23年法律第81号）第26条第１項の規定に基づき、指定法人の指

定をしたので、総合特別区域法施行規則（平成23年内閣府令第39号）第17条第10項の規

定により次のように公示する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の４において準用する同法第52条の２第１

項の規定に基づき、市町村の換地計画を平成31年1月10日付けで適当であると決定したの

で、同法第96条の４において準用する同法第52条の２第４項において準用する同法第８

条第６項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　農産物検査法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間案につ

いて、次のとおり意見を募集します。

　　平成31年１月22日

目　　　次

公　　　告

法人の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期間

株式会社豊和繊維
九州製作所

嘉麻市大隈町 1651 番
地の８ 平成 31 年１月９日 平成 34 年１月８日ま

で

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

田川郡添田町 平成20年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字添田の一部 平成31年１月10日

市町村名 換地計画に係る地域名 縦覧に供
する書類 縦　覧　期　間 縦覧場所

吉富町 築上郡吉富町大字直江
（界木地区）

換地計画書の
写し

平成31年1月22日から
平成31年2月20日まで 吉富町役場
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成31年１月４日から平成31年２月５日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県農林水産部水田農業振興課に備え置きます。

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により宗像市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡広域都市計画地区計画の変更（平成30年12月21日宗像市告示第242号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により宗像市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡広域都市計画地区計画の変更（平成30年12月21日宗像市告示第243号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により宗像市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡広域都市計画地区計画の変更（平成30年12月21日宗像市告示第244号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により宗像市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡広域都市計画地区計画の変更（平成30年12月21日宗像市告示第245号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により宗像市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡広域都市計画地区計画の変更（平成30年12月21日宗像市告示第246号）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　朝倉市長田字前田588番、594番、595番及び596番１

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　朝倉市長田617番地の１

　　正福寺

　　代表役員　荒木　哲朗
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　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成31年１月22日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　京都郡苅田町大字与原字文久2114番１、2114番２、2114番４から2114番18まで、

2115番１、2115番２、2116番１、2116番２、2116番４、2116番５及び2117番１から

2117番４まで並びにこれらの区域内の道路・水路である町有地の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　行橋市大字西谷202番地１

　　宮田運送株式会社

　　代表取締役　宮田　將英

　




